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法人化後のガバナンスに関する概要イメージ（法定事項）
日本学術会議

中期的な活動計画

年度計画

自己点検評価

・中期的な活動計画
・年度計画
・自己点検評価書
は、総会決議事項

役員以外の会員のうち
から会長が指名する者

作成に当たって
意見を聴く

意見を述べる

運営助言
委員会

計画

評価

必要に応じて
意見を述べる

提出

・６事業年度毎に作成

・中期的な活動計画に基づき、毎年度作成

・毎事業年度の終了後作成
・自己点検評価結果を計画や業務の運営の改善に適切に反映
・日本学術会議評価委員会の意見を自己点検評価の方法の改善に
適切に反映

・定める事項
①第三十七条に規定する業務に関する目標及びこれを達成するためにとる
べき措置

②業務運営及び財務内容の改善に関する目標並びにこれらを達成するため
にとるべき措置

③予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画に関する事項
④前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める会議の活動に関する事項

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
期

計画

評価

27期 28期 29期
中期的な活動計画

（参考）計画・評価に関する中長期的な予定

年度計画

日本学術会議
評価委員会

参考２




